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犯犯罪罪のの被被害害ににああわわれれたた方方へへ  
 

 ここでは、犯罪の被害にあわれた方に「捜査や裁判の進み方」や「利用できる制度」などにつ

いてお知らせしています。つらい思いをされているみなさんの手助けになれば幸いです。 

 

人を殺したり、殴ったり、物を奪ったりする行為は、法律で禁止されています。こうした行為
を犯罪といいます。犯人を明らかにし、犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める一連の手続を
刑事手続といいます。これは、大きく分けて次の三つの段階で進みます。 

 
１ 捜査 

犯人を捜して捕まえたり証拠を集めたりする活動を「捜査」といいます。 

警察が被疑者を逮捕しますと、逮捕してから４８時間以内にその身柄を検察官に送ります。
検察官は、引き続き身柄を拘束する必要があると認める場合には、裁判官に対して「勾留」の
請求をし、その請求が認められると、被疑者は最長で２０日間その身柄を拘束されることとな
ります。 

◆ 被疑者に逃走するおそれなどがない場合には、被疑者を逮捕しないまま取り調べ、証拠を
揃えた後、捜査結果を記した書類等を検察官に送ることとなります。 

 

２ 起訴 
検察官は、勾留している内に、被疑者が本当に犯人かどうかを確かめて、刑罰を科すため裁

判にかけるかどうかを決めます。裁判にかけることを「起訴」といい、裁判にかけない場合を

「不起訴」といいます。 
 
３  公判 

起訴された被疑者は「被告人」と呼び名が変わります。裁判所の法廷で審理が行われ、判決

が下されます。この判決までの法廷での審理を「公判」といいます。 
公判は誰でも傍聴することができます。傍聴を希望される方は、事件を担当する裁判所に問

い合わせてください。 

 
※ 犯人が少年（２０歳未満）の場合には少年審判が行われ、上記とは手続きに違いがある場合
があります。 

 

 

 被害者の方には、刑事手続上様々なお願いをすることがあります。犯人を逮捕し、厳しく処罰
する上で非常に重要なことばかりですので、是非ともご協力をお願いします。 
 

１ 事情聴取 
警察に被害を届け出ると、担当の捜査員が、被害の状況や犯人の人相などについて詳 

しくお尋ねします。詳しいことが分かれば分かるほど捜査もスムーズになり、犯人を早 

期に検挙することができるようになります。 

被害者の方へのお願い 

刑事手続の概要 
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２ 証拠品の提出 
事件の時に被害にあわれた方が着ていた服や持っていた物などを証拠品として提出していた

だくことがあります。これらは「物的証拠」といって、公判において非常に有力な証拠となり

ますので、ご協力をお願いします。証拠品として提出していただいた物は、保管する必要がな
くなればお返しいたします。 

 
３ 実況見分（検証）への立会 

実況見分（検証）に立ち会っていただくこともあります。実況見分（検証）とは、警察官が
犯罪の現場等において、被害者の方から説明を聴いてその状況を確認することをいいます。実
況見分（検証）にはある程度の時間がかかりますが、現場の状況や被害の事実を明らかにする

ために行うものですので、ご協力をお願いします。 
 
４ 公判への出廷 

被疑者が起訴されると、裁判所で公判（裁判）が始まります。公判（裁判）では、場合によ
っては被害者の方に証人として出廷していただくことがあります。 

 

 

１ 被害者連絡制度 
被害にあわれた方は、その後事件の捜査はどうなっているのか、犯人は捕まったのかなどに

ついて、大きな関心をお持ちのことと思います。警察では、殺人、強盗、強制性交等、誘拐事
件などについて、事件を担当している捜査員等が、被害にあわれた方に対して情報を提供して

おります。 
詳しいことについては、担当の捜査員にお尋ねください。 

 
２ 被害者等通知制度 

検察庁では、被害者や参考人の方等に対し、事件の処分結果等に関する情報を提供する被害
者等通知制度を設けています。 
詳しいことについては、名古屋地方検察庁まで日本語でお問い合わせ下さい。 

 
３ 犯罪被害給付制度 

犯罪被害給付制度は、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族、又

は重傷病を負い、若しくは身体等に障害を負わされた被害者が何らの公的救済や加害者等から
の損害賠償も得られない場合に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給するものです。 
詳しいことについては、愛知県警察本部住民サービス課犯罪被害者対策室（電話：

052-951-1611 内線 2935）又は最寄りの警察署住民サービス係まで日本語でお問い合わせ下さ

い。 
 
４ 民事上の損害賠償請求制度 

犯罪は、民法上の不法行為に該当しますので、被害にあわれた方は、加害者などに対して 
財産的損害、精神的損害の賠償請求をすることができます。これは民事手続きとなり、 
警察が直接に関与できないことをご承知ください。    

次の「相談窓口」を参考にしてください。 

各 種 制 度 
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１ 日本語による相談窓口（日本語でご相談ください。） 
                        〈年末・年始、祝・休日を除きます〉 

名   称 電 話 番 号 相談種別・開設時間等 

愛知県警察本部 

 住民サービス課 
 犯罪被害者対策室 

０５２ 

９５４－８８９７ 
ハートフルライン 

犯罪被害に関するこころの悩み電話相談 

   毎週月～金曜日 
  午前９時～午後５時 

名古屋地方検察庁 
 刑事政策推進室 

０５２ 

９５１－４５３８ 
被害者 

  ホットライン 

被害者の方からの被害相談や事件に関する照会等
の各種問い合わせ 

  毎週月～金曜日 

  午前９時～午後５時 
   時間外でも伝言やＦＡＸによる利用が可能 

社団法人 

 被害者サポート 
 センターあいち 

０５２ 

２３２－７８３０ 

◆電話相談 

  毎週月～金曜日 

  午前１０時～午後４時 

◆法律相談 

  第２・第４水曜日〈原則〉 

  午後１時～午後４時 
  （弁護士による電話相談、無料） 

◆面接相談【予約制】 
 （臨床心理士による無料カウンセリング） 

日本司法支援セン
ター（法テラス） 

 愛知地方事務所 

０５７０－ 
  ０７９７１４ 

犯罪被害者支援団体等に関する情報、刑事手続や制

度の紹介、犯罪被害者等の支援に精通した弁護士の
紹介 

 平日  午前９時～午後９時 
 土曜日 午前９時～午後５時 

愛知県弁護士会 

名古屋法律 
相談センター 

０５２ 
５７１－５１００ 

 

犯罪被害者のための電話法律相談（無料） 
 毎週金曜日 

 午後３時～午後６時 

 

相 談 窓 口 
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２ 外国語による相談窓口   
                                     〈年末・年始、祝・休日を除きます〉 

名   称 電 話 番 号 相 談 種 別 ・ 開 設 時 間 等 

財団法人 
 愛知県国際交流 
 協会 

０５２ 

９６１－７９０２ 

労働、税金、医療、教育その他様々な生活に関する

相談  

◆面接・電話相談 
〔ポルトガル語〕 

 毎週月～土曜日 午前10時～午後６時 
〔スペイン語〕 

 毎週月～金曜日 午後１時～午後６時 

〔英語〕 

 月、火、木、金曜日 午後１時～午後６時 

〔中国語〕 
  毎週月曜日   午後１時～午後６時 

〔フィリピノ語〕 
 毎週水曜日     午後１時～午後６時 

 

◆弁護士相談【予約制・無料】 

  〔ポルトガル語・スペイン語・英語・中国語〕 
    毎月第２，４金曜日 午後１時～午後４時  

 
 
 
 
財団法人 
 名 古 屋 国 際 
 セ ン タ ー 
 

０５２ 
５８１－６１１１ 

（留守番電話） 

外国人法律相談【予約制】 
 〔英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語〕 

    毎週土曜日     午前10時～午後０時30分 

０５２ 
５８１－０１００ 

外国人市政相談 

  〔英語・ポルトガル語・スペイン語〕 

      毎週火～土曜日  午前10時～正午 
                    午後１時～午後５時      

 〔中国語・ハングル・フィリピノ語〕  
      毎週木曜日 午後１時～午後５時 

０５２ 

５８１－０１００ 

外国人を対象とした暮らしの中で生じる不安や 
悩みの相談【予約制】 

 《英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・ 

  ハングル》 

                                                                               
 
 


